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 令和６年度までの２０か年

とします。

とします。
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　また、保健センター、公設の福祉施設や公民館などの施設の利用とともに、保健師や社

会教育主事などの人的サービスを行う行政財産については、施設の適正配置の検討ととも

に、専門職員の配置などのサービスの平準化を図るため、機能面からの検討も必要となり

以上を踏まえて、速やかにこれらの公共施設の配置、機能、維持管理などの運営方法を

総合的に検討して、事務・事業の効率化とサービスの高度化をめざしていきます。

ます。

と

ともに、公共施設の有効活用や維持管理経費の適正化のため、公共施設の適正配置が課題

となります。

なお、利用率が極めて低い施設等については、除却又は機能移転のうえ処分（売却、貸

付等）による民間等での活用を推進します。

また、未耐震施設については、緊急度・必要度を判断しながら、耐震性のある既存建物

への機能移転や改築により耐震化を進めます。
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ている主な事業・施策については、新市において作成する基本計画や実施計画に従い、これ

 令和６年度までの２０年間について普

通会計ベースにより策定したものであり、特別会計にかかる経費については繰出金に、企業

会計にかかる経費については補助費等並びに投資及び出資金に計上しました。

平成１６年度の新市建設計画策定時においては、歳入、歳出の項目ごとに構成市町村の平

成１４年度決算額、過去数年度間の状況、合併にかかる特例措置や合併協定項目調整にかか

る財政影響額を勘案して平成２６年度までの算定を行い  、平成２６年度の改定においては、

 令和元年度までの期間は、過去数年度間の状況や平成２６年度において今

 今回の改定においても、平成２６年度の改定と同様に過去数年度間の状況や令和元年度に

 おいて今後見込まれる事業等を勘案して、令和元年度から令和６年度までの期間の算定を行

なお、平成１７年度から 平成３０年度まではそれぞれの年度の決算額です。

また、本財政計画は、合併後の新市の財政運営の指針となるものであり、計画に掲げられ

まで、市民の連帯の強化及び地域振興に資する事業の財源として活用するために積立てを行

ってきた合併特例基金を活用していくとともに、限られた財源の有効活用を図りながら、事

業実施の緊急性や必要性などを勘案し、効率的・効果的な展開を図っていきます。

平成２７年度から

後見込まれる事業等を勘案して、算定を行いました。

 いました。



勘案して算定しています。

を

法人市民税については、 決算額をベースに、

に伴う影響額を勘案して算定しています。

その他の地方税

その他の地方税については、  平成３０年度

対象税目：固定資産税、たばこ税、入湯税、都市計画税

イ．特別交付税

特別交付税については、過去の決算額を参考に算定しています。

(3) その他の一般財源

その他の一般財源のうち、

で推移するものとして算定しています。

個人市民税

個人市民税については、 平成３０年度 決算額をベースに、人口推計や過去の実績を

法人市民税

 平成３０年度 均等割納税義務者数の減

少や  法人税割の税率改定

ウ．軽自動車税

軽自動車税については、税率 改定に伴う影響額及び過去の実績を勘案して算定して

います。

エ．

決算額をベースに、過去の実績を勘案し

て算定しています。

 公債費は令和元年度までの地方債償還見込額に令和元年度において今後新たに発行が見

 基準財政需要額のうち測定単位の国勢調査人口については令和２年度の推計人口により、

 地方譲与税は令和元年度から新設された森林環境譲与税を勘

 案して算定しています。また、令和２年度から新設される法人事業税交付金については、

 年度決算額を基準額とし、消費税率の１０％への引上げによる影響を、環境性能割交付金

 は、令和元年度予算額を基準額とし、平年度化による影響を勘案し算定しています。その

 他の科目については、平成３０年度決算額

 令和元年度普通交付税算出資料に基づき算定を行っています。

 込まれる地方債にかかる元利償還見込額を、基準財政収入額については地方税などの変

 動を勘案して算定しています。

 予算計上額により推移するものとして、算定しています。地方消費税交付金は、平成３０



配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、

地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、

地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、国有提供施設等所在

算定しています。

見込まれる投資的な事業や選挙等を勘案して算定しています。

 平成３０年度決算額から特殊要因を勘案した額で推移

繰越金については、臨時的な歳入のため計上しないものとしています。

から繰

算定しています。

り入れるものとして算定しています。

諸収入

諸収入については、

額を勘案して算定しています。

地方債

地方債については、

ともに、合併特例債などの有利な地方債を有効に活用するものとして算定しています。

 環境性能割

 については、平成３０年度決算額をベースに、直近５年間の平均増

 減率で推計して算定しています。また、使用料及び手数料については、平成３０年度決

 算額から特殊要因を勘案した額で推移するものとして

過去の決算額を参考に、 令和元年度 において今後

、寄附金

繰越金

、寄附金については、

 するものとして

合併特例基金 等

なお、合併特例基金からの繰入れについては、基金の目的に応じて、市民の連帯の強

化及び地域振興に資する事業の財源として充当します。

 平成３０年度 の決算額を参考に、今後経常的に歳入が見込まれる

(10)

(9)

 令和元年度 において今後見込まれる投資的な事業等を勘案すると

 法

 人事業税交付金、

 交付金、

市町村助成交付金



算定しています。

 ては、各会計における今後の財政計画を勘案して算定しています。

発行が見込まれる地方債にかかる元利償還見込額を勘案して算定しています。

普通会計以外の

における今後の財政計画を勘案して算定しています。

 職員に係るものは個別に積算し、その他の人件費については、令

 和元年度予算額をベースに、令和２年度から導入される会計年度任用職員制度等を勘案

 して 算定しています。

 平成３０年度決算額から特殊要因を勘案した額をベースに、直近

 ５年間の平均増減率で推計して 算定しています。

 平成３０年度決算額をベースに、直近５年間の平均増減率で推計

 し、制度改正等を勘案して

 平成３０年度決算額（企業会計への負担金を除く）をベースに、

 直近５年間の平均増減率で推計して算定しています。なお、企業会計への負担金につい

 令和元年度までの地方債償還額に、令和元年度において今後新たに

基金運用益

るほか、職員退職手当基金への積立金については、積立計画に基づき今後見込まれる退

 等を各基金に積み立てるものとしてい

職者数等を勘案して算定しています。

 特別会計（国民健康保険事業会計、介護保険事業

 会計などの会計）

、過去の決算額及び  令和元年度において緊急性、

必要性、費用対効果、施設の統廃合などといった観点から事業の取捨選択を行った結果、

今後見込まれる投資的な事業を勘案して算定しています。



基準財政収入額

５．

…普通交付税の算定基礎となるもので、標準的に見込まれる税収入を

２３３億円）

算定した額。基準財政需要額と基準財政収入額の差額が普通交付税の交付基準額

合併特例債…合併後  ２０年間に 発行できる、特別に 有利な起債（ 元利償還金の ７ ０ ％に つい

て国から支援措置がある）により事業の実施が可能となる。（合併後  ２０年間で最大約

扶助費…生活困窮者、高齢者や障がい者等に対して、その生活を維持するため支出

される経費。

補助費等…各種団体や公営企業会計に対する負担金や補助金などの経費。

公債費…借入金の返済に要する元金及び利子。

繰出金…一般会計から特別会計に支出される経費。

普通建設事業費…道路、公民館、学校、図書館など、いわゆる社会資本の形成となる経費。

となる。

 については、平成３０年度決算額（企業会計へ

 の出資金を除く。）で推移するものとして算定しています。企業会計への出資金につい

 ては、今後の財政計画を勘案して算定しています。また、災害復旧事業費については、

過去の実績を勘案して算定しています。

 ３.

 ５.

 ４.

 ６.

 ７.

 ８.

 ９.

10.

11.

12.

合併特例基金

職員退職手当基金

…市民の連帯の強化及び地域振興に資する事業の財源に充てるために積

立てを行うもので、合併後の市町村が市町村建設計画に基づいて行う基金の積立てに

要する経費について地方債をもって財源とすることができる。平成２６年度で標準基金

規模（約３８．５億円）を積立て済み。

…単年度における平均的な退職手当の必要額を見積もり、当該年度の

退職手当との差額を将来の退職手当の財源として積立てを行う。なお、当該年度の退

職手当が単年度における平均的な退職手当の必要額を上回る場合は、職員退職手当

基金を取り崩して充当財源とする。



　（歳入） （単位：百万円）

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額

市 税 5,691 5,619 6,046 6,084 5,810 5,724 5,705 5,578 5,513 5,454 5,350 5,341 5,311 5,296 5,236 5,184 5,051 5,031 5,000 4,874

地 方 譲 与 税 613 792 390 374 360 354 343 331 309 296 310 307 306 308 340 375 375 395 395 415

利 子 割 交 付 金 33 22 30 29 23 25 21 14 15 15 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13

配 当 割 交 付 金 14 21 24 9 7 10 11 11 22 39 27 16 24 18 18 18 18 18 18 18

株式等譲渡所得割交付金 20 19 19 4 4 3 3 2 30 20 27 10 26 17 17 17 17 17 17 17

法 人 事 業 税 交 付 金 14 14 14 14 14

地 方 消 費 税 交 付 金 540 535 518 479 496 495 478 468 464 563 971 865 871 909 942 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176

ゴ ル フ 場 利用 税交付金 8 7 6 6 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

特 別 地方 消費税交付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

自 動 車 取 得 税 交 付 金 217 221 215 185 118 99 90 113 85 42 72 71 99 106 42

環 境 性 能 割 交 付 金 17 34 34 34 34 34

地 方 特 例 交 付 金 169 131 36 63 93 120 102 15 14 14 14 15 16 19 36 19 19 19 19 19

地 方 交 付 税 13,431 12,842 12,728 13,402 13,855 14,652 14,640 14,816 15,533 14,503 13,968 13,289 12,697 12,087 11,990 11,678 11,382 11,235 11,028 10,912

交通安全対策特別交付金 11 11 11 11 13 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7

分 担 金 及 び 負 担 金 332 345 338 255 296 427 590 496 329 270 267 235 227 234 185 158 141 132 124 116

使 用 料 及 び 手 数 料 796 784 837 839 851 908 942 721 682 662 660 617 639 613 571 530 530 530 530 530

国 庫 支 出 金 3,283 2,996 2,699 3,099 4,675 5,054 3,225 2,985 4,755 5,474 4,402 3,074 2,650 2,473 2,805 2,814 2,749 2,657 2,729 2,759

国 有 提 供 施 設 交 付 金 9 8 9 8 8 8 7 8 8 8 8 7 7 14 14 14 14 14 14 14

県 支 出 金 2,626 2,438 2,363 2,232 2,390 2,810 2,555 3,231 3,086 3,444 2,851 2,179 2,246 2,149 2,375 2,265 2,240 2,260 2,276 2,280

財 産 収 入 101 86 124 216 111 97 111 86 100 132 104 119 118 196 131 131 131 131 131 131

寄 附 金 6 17 2 41 83 49 27 60 28 49 150 107 76 506 98 98 98 98 98 98

繰 入 金 101 55 1,844 211 706 48 81 1,268 1,254 169 518 1,072 686 587 619 795 1,336 1,441 1,400 1,451

繰 越 金 808 892 290 266 602 1,023 1,062 858 944 1,373 974 771 835 631 643

諸 収 入 576 539 573 531 448 516 565 622 878 1,075 629 520 575 580 682 655 655 654 653 653

地 方 債 4,085 2,670 2,387 1,594 2,529 2,950 1,953 3,236 2,474 3,968 2,502 2,013 2,421 2,227 3,398 2,781 2,081 1,967 1,889 1,890

歳 入 合 計 33,470 31,050 31,489 29,938 33,483 35,387 32,525 34,933 36,536 37,582 33,829 30,646 29,854 28,994 30,183 28,780 28,085 27,847 27,569 27,425

　（歳出） （単位：百万円）

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額 決算額

人 件 費 6,532 6,310 6,472 6,315 6,333 6,226 5,964 5,817 6,031 5,993 6,585 6,075 5,867 5,882 5,890 6,092 5,844 6,006 5,968 6,127

物 件 費 3,723 3,312 3,137 3,019 3,375 3,425 3,707 3,364 3,985 3,697 3,507 4,068 3,694 3,658 3,707 3,395 3,389 3,382 3,375 3,368

維 持 補 修 費 135 111 96 97 107 115 108 107 111 107 157 137 140 129 129 129 129 129 129 129

扶 助 費 3,391 3,263 3,249 3,443 3,586 4,087 4,312 4,277 4,168 4,398 4,334 4,714 4,311 4,310 4,370 4,407 4,435 4,465 4,494 4,523

補 助 費 等 2,552 2,455 2,180 2,785 2,661 2,425 2,576 2,474 2,979 3,506 2,889 2,463 2,977 3,649 4,001 3,721 3,693 3,718 3,719 3,743

公 債 費 5,305 5,102 5,282 5,218 5,122 4,870 5,006 4,999 5,127 4,935 4,200 3,925 3,942 3,648 3,398 3,247 3,296 3,304 3,146 2,912

積 立 金 207 363 190 1,062 1,068 1,450 1,447 1,347 647 1,205 430 371 549 926 553 300 518 385 425 301

投 資 及 び 出 資 金 10 12 13 11 1 5 2 2 2 135 136 149 358 430 479 533 566 535 497 481

貸 付 金 157 156 142 152 151 114 152 150 379 975 142 134 158 165 165 165 165 165 165 165

繰 出 金 3,460 3,949 5,302 4,075 4,245 4,125 4,078 4,111 4,315 4,327 4,133 4,120 3,490 2,954 3,218 3,211 3,186 3,191 3,192 3,190

普 通 建 設 事 業 費 6,982 5,492 5,096 3,147 5,328 6,784 4,144 7,336 5,652 3,953 4,638 3,530 3,727 2,575 4,217 3,259 2,846 2,549 2,441 2,468

災 害 復 旧 事 業 費 124 235 65 12 482 699 171 4 1,767 3,377 1,907 125 10 25 56 321 18 18 18 18

歳 出 合 計 32,578 30,760 31,224 29,336 32,459 34,325 31,667 33,988 35,163 36,608 33,058 29,811 29,223 28,351 30,183 28,780 28,085 27,847 27,569 27,425

区　　　　　　分

区　　　　　　分
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